
内
閣
衆
質
一
五
四
第
六
七
号

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法
に
関
連
す
る
民
間
企
業
の
協
力
問
題
の
事
実
関
係
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

六

七

号



衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法
に
関
連
す
る
民
間
企
業
の
協
力
問
題
の
事
実
関
係
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る

国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の
た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合
決
議

等
に
基
づ
く
人
道
的
措
置
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「
テ
ロ
対
策
特
措
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
自
衛
隊
に
よ
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
し
、
防
衛
庁
に
お
い
て
、
現
在
ま
で
、
民
間
企
業
に
対
し
、
従
業

員
の
派
遣
要
請
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
文
書
の
性
格
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
�
か
ら
�
ま
で
の
四
点
の
文

書
は
、
自
衛
隊
の
保
有
す
る
装
備
品
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
修
理
等
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
防
衛
庁
の
職
員
が
、
関
係

企
業
に
対
し
、
衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法
に
関
連
す
る
民
間
企
業
の
協
力
問
題
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
五
三
第
三
一
号
）
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
通
知
を
し
た
も
の

一



で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
�
の
文
書
に
つ
い
て
は
数
社
、
お
尋
ね
の
�
の
文
書
に
つ
い
て
は
約
二
十
社
、
お
尋
ね
の
�
の
文
書
に
つ
い
て

は
約
十
社
及
び
お
尋
ね
の
�
の
文
書
に
つ
い
て
は
約
二
十
社
に
対
し
て
、
発
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
企
業
は
、
自

衛
隊
に
よ
る
協
力
支
援
活
動
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
装
備
品
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
製
造
企
業
等
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

例
え
ば
、
防
衛
庁
の
職
員
か
ら
の
電
話
に
よ
る
自
衛
隊
に
よ
る
協
力
支
援
活
動
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
装
備
品
、
船
舶
又

は
航
空
機
に
係
る
技
術
的
問
い
合
わ
せ
を
想
定
し
て
い
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
�
の
文
書
は
、
「
自
衛
艦
の
故
障
対
応
等
に

関
し
て
」
「
迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
準
備
方
お
願
い
」
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

自
衛
隊
に
よ
る
協
力
支
援
活
動
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
装
備
品
、
船
舶
又
は
航
空
機
に
つ
い
て
、
関
係
企
業
に
よ
る
修
理

等
が
必
要
と
な
る
場
合
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

二



自
衛
隊
に
よ
る
協
力
支
援
活
動
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
装
備
品
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
修
理
等
が
必
要
と
な
る
場
合
に
、

関
係
企
業
に
お
い
て
、
防
衛
庁
の
職
員
か
ら
の
電
話
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
連

絡
網
等
を
整
備
す
る
こ
と
、
仮
に
従
業
員
を
海
外
に
派
遣
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
遅
滞
な
く
対
応
で
き
る
よ
う
従
業
員

の
旅
券
を
取
得
す
る
こ
と
等
を
想
定
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
�
の
文
書
は
、
平
成
十
三
年
十
月
五
日
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
救
援
国
際
平
和
協
力
業
務
実
施
計
画
等
が
閣

議
決
定
さ
れ
、
自
衛
隊
が
救
援
物
資
の
輸
送
等
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
テ
ロ
対
策
特
措
法
が
成
立
す
れ
ば
、

直
ち
に
テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
自
衛
隊
に
よ
る
協
力
支
援
活
動
等
の
実
施
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
関
係
企
業
に
対
し
て
必
要
な
通
知
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
通
知
が
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

自
衛
隊
に
よ
る
協
力
支
援
活
動
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
自
衛
隊
の
装
備
品
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
修
理
等
の
た
め
に
民
間

企
業
が
従
業
員
を
海
外
へ
派
遣
す
る
こ
と
（
以
下
「
民
間
企
業
に
よ
る
従
業
員
の
海
外
派
遣
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

三



防
衛
庁
が
防
衛
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
条
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
民
間
企
業
と

締
結
す
る
契
約
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
た
に
法
律
上
の
根
拠
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

六
に
つ
い
て

民
間
企
業
に
よ
る
従
業
員
の
海
外
派
遣
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
従
業
員
の
修
理
等
の
作
業
に
伴
う
安
全
上
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
作
業
の
内
容
、
派
遣
さ
れ
る
地
域
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
現

時
点
に
お
い
て
、
具
体
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
テ
ロ
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
自
衛

隊
に
よ
る
協
力
支
援
活
動
等
は
、
我
が
国
領
域
及
び
現
に
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
こ
で
実
施
さ
れ
る
活

動
の
期
間
を
通
じ
て
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
地
域
で
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
民
間
企
業
に

よ
る
従
業
員
の
海
外
派
遣
が
行
わ
れ
る
場
合
、
当
該
従
業
員
の
修
理
等
の
作
業
も
右
の
地
域
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
防
衛
庁
に
お
い

て
、
民
間
企
業
に
よ
る
従
業
員
の
海
外
派
遣
に
伴
う
安
全
性
確
保
の
た
め
の
基
準
等
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

現
在
ま
で
、
民
間
企
業
に
よ
る
従
業
員
の
海
外
派
遣
は
、
行
わ
れ
て
い
な
い
。

四



ま
た
、
「
明
ら
か
に
す
る
の
か
ど
う
か
」
と
の
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
民
間
企
業
に
よ
る
従

業
員
の
海
外
派
遣
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
防
衛
庁
が
こ
れ
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
当
該
民
間
企
業
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
の
有
無
等
に
も
配
慮
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

一
般
に
、
政
府
の
特
定
の
行
為
が
憲
法
に
反
す
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
特
定
の
行
為
の
具
体
的
内
容
等
に
即
し
て
判
断
さ

れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
が
具
体
的
に
政
府
の
ど
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
防
衛
庁
と
民
間
企
業
と
の
間
の
契
約
に
基
づ
い
て
民
間
企
業
に
よ
る
従
業

員
の
海
外
派
遣
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
お
尋
ね
の
憲
法
の
規
定
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
防
衛
庁
が
民
間
企
業
と
右
の
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
は
、
当
該
民
間
企
業
に
お
い
て
は
従
業
員
や
労
働
組
合

等
と
の
必
要
な
協
議
及
び
調
整
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
従
業
員
が
不
利
益
を
受
け
る
状
況
は
想

定
し
難
い
。

五


